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第９回ダムによらない治水を検討する場 説明資料

（「直ちに実施する対策」の進捗状況について）

平成２３年９月５日

国土交通省 九州地方整備局

説明資料 １



1「ダムによらない治水を検討する場」の流れ

これまで実施してきた治水対策について国から説明

検討の場での意見交換
第１回（平成２１年１月１３日）

洪水シミュレーション（現況；Ｓ４０．７降雨）を国から説明 ダムによらない治水対策案の概要を県から提案

第２回（平成２１年３月２６日）

洪水シミュレーション（現況；１／８０降雨・Ｈ１８．７川内川降雨）を国から説明 ダムによらない治水対策案の具体的な内容を県から提案

検討の場での意見交換
（会議後の個別ヒアリングを含む）

第３回（平成２１年６月８日）

検討することを参加者で確認した治水対策案を実施した場合の洪水シミュレーション（既往３降雨・１／８０降雨）を国から説明

検討の場での意見交換（会議後の個別ヒアリングを含む） 第４回（平成２１年７月１６日）

（補足）個別対策効果 これまでの検討結果に対する主な意見のとりまとめ

ダムによらない治水対策の取り組み方針（案）について国から説明
○早急に治水安全度・地域防災力を向上させる対策（「直ちに実施する対策」及び「実施に向けた検討に着手する対策」）
○治水安全度を一層向上させる対策（「社会的、技術的、経済的な面から実現の可能性についての検討に着手する事項」）

第５回（平成２１年１０月２０日）

今後の治水対策について国から説明

検討の場での意見交換

第６回（平成２１年１２月２２日）○「直ちに実施する対策」等を実施した場合のシミュレーション結果を国から説明
○これまでの議論をふまえた中間整理

第７回（平成２２年３月２９日）

○「球磨川水系における治水対策の基本的考え方 」について

○これまでの意見・ヒアリング結果をふまえた見直し案について国から説明
○「球磨川水系における治水対策の基本的考え方（骨子案）」について国から説明

第８回（平成２２年６月２３日）

検討の場での意見交換（会議後の個別ヒアリングを含む）

さらなる検討

検討の場での意見交換（会議後の個別ヒアリングを含む）
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＜治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策＞

人吉橋下流左岸の掘削・築堤
0 10km

※いずれも必要に応じて関係機関と協議

未対策地区の宅地嵩上げ

堤防の質的強化対策

下流部改修の進捗状況に
合わせた内水対策（渡地区）

堤防未整備地区の段階的築堤
（川辺川：国管理区間）

被害を最小化するための
ソフト対策

市房ダムの操作の変更

球磨川
横石

萩原地区の堤防補強

堆積が著しい箇所等の掘削

嵩上げ実施済み地区への対応

下流部の掘削（一部）
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萩原地区

萩原地区の堤防補強、下流部の掘削（一部）、堆積が著しい箇所等の掘削

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－萩原堤防の堤防補強、下流部の掘削（一部）、堆積が著しい箇所等

の掘削（河口～遙拝堰）
①堤防断面が不足し、堤防前面が深掘れしている萩原地区の堤防について、厚みの確保を含めた堤防の補強及び深掘れ対策を行う。
②著しい土砂堆積により流下能力が低下している箇所について、流下能力の回復を図るため、堆積土砂を掘削する。
③流下能力の向上を図るため、萩原地区の対岸にあたる左岸高水敷の一部を掘削する。

【萩原地区の堤防補強】
・堤防前面の深掘れ → 深掘れ箇所の対策がH22をもって概ね終了
・堤防断面の不足 → H23より堤防補強対策を実施

実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要

現況地盤面

堤防補強

深掘れ箇所
7k600
（右岸）

JR肥薩線

肥薩おれんじ鉄道

現況地盤面

堤防補強

深掘れ箇所
7k600
（右岸）

JR肥薩線

肥薩おれんじ鉄道

現況地盤面

堤防補強

深掘れ箇所
7k600
（右岸）

JR肥薩線

肥薩おれんじ鉄道

計画高水位

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋

※残土受入地の調整が必要になります。
※実際は岩等で掘削が困難な部分も含んで
いる可能性があります。

球磨川

球磨川堰

球磨川

球磨川堰

球磨川

球磨川堰

球磨川

球磨川堰

下流部の掘削（一部）

堆積が著しい箇所等の掘削

深掘れ対策
萩原地区の堤防補強



4萩原地区の堤防補強、下流部の掘削（一部）、堆積が著しい箇所等の掘削

Ｈ２３より第一段階に着手

◇第８回時点の対策内容
・堤防の補強対策として、深掘れ対策を行った後
に築堤盛土及び高水敷造成を行うこととしていた。
・併せて下流部の掘削（一部）と堆積が著しい箇所
等の掘削を行うこととしていた。

◇新たな知見
・平成17～21年度に実施した堤防点検及びその解析により、表法す
べり及び基盤漏水対策の必要性が判明。

◇頂いた意見
・高水敷や水制工を前出しすると流下能力が低下するのではないか。
（個別ヒアリング）
・萩原の中州を何とかしてもらいたい。（個別ヒアリング）

◇現在の対策内容
・第一段階 ：築堤盛土

：表法すべり対策及び基盤漏水対策、堤防断面不足解消のため、
①鋼矢板打設及び②堤防小段上の小規模盛土を実施。併せて仮
設盛土も施工。

→ 一定条件のもと（既存根固めブロック部が大きく動かない）で堤防
の安定性確保

・第二段階 ：深掘れ対策・高水敷造成
：根固めブロックの安定性確保のため③高水敷等の造成を行う。
→ 恒久的な安定性確保

③高水敷等

②小規模盛土

①鋼矢板打設

根固めﾌﾞﾛｯｸ

表法すべり
基盤漏水

堤防断面不足
仮設盛土

＜横断図＞

※下流部の掘削（一部）については、高水敷等の施工に併せて
実施。

※中州については堆積状況をモニタリング。（流下能力確保の
ため必要に応じて維持掘削等を実施。）



5堆積が著しい箇所等の掘削

◇第８回時点の対策内容
・中下流部で著しい土砂堆積により流下能力が
低下している箇所を掘削することとしていた。

◇頂いた意見
・萩原の砂州について何とかして欲しい。藤本、合志野地区の堆積土
砂撤去して欲しい。（個別ヒアリング）
・河床掘削をすることによる有名な瀬が消失してしまうので、環境面も
考慮して検討して欲しい。（第８回：球磨村長）

◇現在の対策内容
・家屋や道路浸水被害解消に対して効果のある箇所を選定。
・環境面に配慮し、瀬が消失する可能性がある箇所については、対象として見直しを実施。
（家屋浸水被害解消のため、瀬が消失する可能性がある箇所も必要最低限に絞って選定。）
・堆積状況等については、面的な測量をすることにより詳細なモニタリングを実施する。

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－堆積が著しい箇所等の掘削

・著しい土砂堆積により流下能力が低下している箇所について、流下能力の回復を図るため堆積土砂を掘削する。

13k

14k

15k

16k

◆ 市町村別掘削量

約 17万m3八代市

8k

9k

16k

17k

18k

19k

20k

※残土受入地の調整が必要になります。
※実際は岩等で掘削が困難な部分も含んでいる可能性があります。
※近年の土砂堆積状況及び掘削による水位低下効果を踏まえ、掘削箇所の見直しをしています。

堆積土砂の撤去範囲

市町村界

凡 例

堆積土砂の撤去範囲

市町村界

凡 例

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋

実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要
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40k

41k

堆積が著しい箇所等の掘削

堆積土砂の撤去範囲

市町村界

凡 例

堆積土砂の撤去範囲

市町村界

凡 例

◆市町村別掘削量

実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要

約 30万m3球磨村

約 26万m3芦北町

※残土受入地の調整が必要になります。
※実際は岩等で掘削が困難な部分も含んでいる可能性があります。
※近年の土砂堆積状況及び掘削による水位低下効果を踏まえ、掘削箇所の見直しをしています。
※瀬戸石ダム湛水域内の昭和57年以降の堆積土砂撤去については、施設管理者が一部実施中です。

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－堆積が著しい箇所等の掘削

・著しい土砂堆積により流下能力が低下している箇所について、流下能力の回復を図るため堆積土砂を掘削する。

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋

29k

30k
31k

32k

33k

34k

35k

36k



7堆積が著しい箇所等の掘削（モニタリングと適切な維持管理）

萩原地区や中下流部の土砂動態
①堆積状況等については、面的な測量を実施することにより詳細なモニタリングを実施する。
②堆積が著しいと指摘のある中州については、必要に応じて維持掘削等を実施する。

平成17年度と平成22年度の比較
（赤着色が堆積傾向、青着色が侵食傾向）

◇一般的な測量手法
・一般的な維持管理では、200mピッチに線で測
量を実施し、河道の堆積・侵食状況を把握して
いる。

◇萩原地区での測量手法
・萩原地区では面的に堆積状況や対策後の維
持状況を把握するため、音響測深機等を用い
た測量や航空測量によりモニタリングを実施し
ている。

・これまで、平成17年度、平成20年度、平成22
年度に深浅測量を実施し、各年の測量結果を
比較することで堆積状況をモニタリングしてい
る。

※これまでにおいてもモニタリング状況を踏まえ、
ヤナギ等の樹木伐根及びヨシ等の伐採を行い、
土砂の流下を促す対策を実施している。

深掘れ対策実施箇
所の維持状況のモ
ニタリング（対策の
実施により河床が上
昇している。）

中州の土砂堆積状
況をモニタリング
（近年、下流側に向
けて土砂が堆積す
る傾向にある。）

遙拝堰

球
磨
川
堰

新
前
川
堰



8未対策地区の宅地嵩上げ

－1与奈久（下）

2－鎌瀬川
10－袈裟堂川

－1瀬戸石

－9中津道

－2三坂
－14鎌瀬（右）
－11鎌瀬（左）

－2与奈久（上）

－1葉木（上）市

－2葉木（下）代
18百済木川八

－3佐瀬野
－9荒瀬
－7大門
－7藤本
－1小崎辻

11深水川
－5今泉下
－1古田

県市町村国

対象家屋数（戸）
地区

対象地区

◇現在の対策内容
・浸水実績のある地区から優先して宅地嵩上げ及び輪中堤等の対策を実施する。
・対象家屋数が数軒となっている地区があり、技術的・経済的な面から対策手法について検討が必
要な地区がある。

実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要

●実施済み
●未実施

宅地嵩上げ

※仮住居の調整等が必要になります。
※周辺道路との取り付けが必要になります。

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－未対策地区の宅地嵩上げ

・近年の浸水実績や地区内戸数、背後地の状況等を踏まえ、国・熊本県の適切や役割分担の下、宅地の嵩上げ等の整備を順次進める。

平水位

嵩上げ嵩上げ

計画高水位

平水位

嵩上げ嵩上げ

計画高水位

※国：直轄管理区間、県市町村：県、市町村管理区間

【改修前】球磨村淋地区

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋

※Ｈ２１以降に８地区完了
八代市：合志野地区、松崎地区 芦北町：漆口地区、鎌瀬（上）地区
球磨村：池の下地区、芋川地区、淋地区、上神瀬地区

※現在３地区で事業実施中
八代市：藤本地区、大門地区 球磨村：大坂間地区

【改修後】球磨村淋地区

※国による確認家屋数。実施主体において対策の必要性も含めて今後検討。

148520地区

1－中園川
－1馬場
－4大阪間川
－1神瀬（下）

球
磨
村

県市町村国

対象家屋数（戸）
地区

164地区

八 代 市
坂 本 町

芦 北 町

球 磨 村

人 吉 市



9嵩上げ実施済み地区への対応

パラペット等

S40.7洪水時の
ピーク水位

平水位

嵩上げ済嵩上げ済

平水位

嵩上げ済嵩上げ済

球磨村

芦北町

芦北町

芦北町

八代市

市町村名

0.06
淋
〔左岸〕

0.74
漆 口
〔左岸〕

0.22
天月川
〔左岸〕

0.61
白 石
〔左岸〕

0.17
油谷川
〔右岸〕

相対水位（ｍ）地区名

S40.7水位が地盤高等を上回る地区

※パラペットの高さ等の形状については今後詳細に検討する必要があります。
※地区によっては道路の一部嵩上げが必要な箇所もあります。
※実施に当たっては地元との調整が必要になります。

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－嵩上げ実施済み地区への対応

・嵩上げ実施済み地区のうち既往洪水が再来した際に想定される平均水位が、嵩上げ実施後の地盤高を上回る地区においては、関係
市町村、地区住民との調整の上で、パラペット等の整備を行う。

【高さが不足する地区の考え方】
第8回までの会議の中で提示していた「嵩上げ実施済みで対応が必要な対象地区数及び各地区の計算
水位との標高差」について、以下の理由から精査、見直しを行いました。

①これまでは、各地区の代表断面のみを評価指標として設定していましたが、代表地点だけではなく、
地区全体の評価となるよう各断面を選定し、水位と嵩上げ後の高さについて比較を行いました。
②家屋浸水を発生させないとの考えから、護岸の高さ（パラペット施工の地区はパラペット高）と家屋が
建っているところの地盤高の高い方で評価を行いました。

実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋
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人
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大
橋

人
吉
大
橋

人
吉
橋

人
吉
橋

61/000 61/200

61/400

61/600

人吉橋下流左岸の掘削・築堤

【進捗状況】

現 在 用地交渉中

平成25年度 完成予定

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－人吉橋下流左岸の掘削・築堤

・中流部及び下流部の河川改修等の進捗を踏まえつつ、人吉地区の流下能力を向上させるため、人吉橋下流左岸を掘削するとともに
築堤を行う。

人吉橋下流左岸の掘削・築堤

掘削・築堤箇所

▽H.W.L. +103.78

掘削

改修イメージ

盛土

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋

○　６１ｋ○

○　６２ｋ○

人吉橋

人吉市役所

人吉大橋 小俣橋

水の手橋

山田川

人吉出張所

人吉橋下流左岸の人吉橋下流左岸の
掘削・築堤掘削・築堤

中川原公園人吉市街地

温泉旅館街



11堤防未整備地区の段階的築堤（川辺川：国管理区間）

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－堤防未整備地区の段階的築堤（川辺川：国管理区間）

・川辺川では、中小洪水に対する浸水頻度を軽減するとともに、大洪水に対しては遊水機能を発揮させることにより、球磨川上流部の人
吉地区や中流部及び下流部の浸水被害の軽減を図るため、対岸側への影響に配慮しつつ、川辺川の直轄管理区間左岸の堤防未整
備地区おいて段階的に築堤を行う。

球磨川・川辺川の堤防未整備箇所
約７．４ｋｍを段階的築堤

現況でのS40.7洪水シミュレーションの計算水位
より地盤が低い農地のうち、堤防未整備箇所

※必要に応じて用地買収のための地権者との協議が必要になります。
※必要に応じて用排水路系統、道路交通遮断への対策が必要になりま
す。

遊水効果イメージ図

・堤防がない区間に小堤を築堤することで、
堤内地の農地の浸水頻度を抑えるとともに、
S40.7洪水のピーク時に洪水が堤内地に流入し、
遊水効果が発揮できるように検討。

遊水効果

築堤

S40.7洪水時の
ピーク水位

これまでは浸水
していた洪水時
水位

相良村

錦町
球磨川

川
辺
川

段階的築堤
（国管理区間）

実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋



12市房ダムの操作の変更

○操作規則の変更について

・ 現在の施設で、かつ洪水調節容量はそのままで、操作規則の変更のみを行う。

■S40.7及びS57.7洪水を対象に、市房ダムより下流の水位を一律に低下させる為の操作操作の変更

■S2.8～S29.9までの主要降雨を対象に、市房ダムより下流の水位を一律に低下させる為の操作現行操作

設定条件変更案

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－市房ダムの操作の変更

・市房ダムでは、現状の利水容量は確保しつつ、より効果的な洪水調節機能を発揮できるよう操作規則を変更する。

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋
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実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要

（操作の変更）



13下流部改修の進捗状況に合わせた内水対策（渡地区）

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－下流部改修の進捗状況に合わせた内水対策（渡地区）

・近年、頻繁に内水被害が生じている球磨村渡地区において、国・熊本県・球磨村の適切な役割分担の下、球磨川の下流側の河川改
修等の進捗を踏まえた総合的な内水対策を行う。

実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要

排水ポンプ車稼動状況
（2011年6月19日）
（渡第二樋管）

球
磨
川

小
川

JR橋
梁

国
道219号

橋
梁

村
道
橋

相良
橋

球磨川第二橋梁 ①

①

②

JR橋

小川

②

④

小川
村道橋

③

③

④

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋

◇現在の対策内容
平成22年度までに八代河川国道事務所において排水ポンプ車
（0.5m3/s）を計2台配備済み。平成23年6月出水時においては実際に渡
地区等で稼動し、内水排除を実施した。



14堤防の質的強化対策

「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」－堤防の質的強化対策

・堤防詳細点検結果を踏まえ、必要に応じて、堤防の質的強化を図る。

球磨川上流部

相良村

人吉市

あさぎり町

多良木町

錦町

山江村

九州自動車道

国道445号線

国道219号線

国道219号線

国道221号線

国道267号線

球磨村

60k000

70k000

80k000

90k000

球磨川下流部

八代市

国道3号線
国道219号線

南
九
州
西
回
り
自
動
車
道

実施にあたっては現地の状況等に応じて更なる検討が必要

平成２２年３月末現在

※１：「直ちに実施する対策」の「萩原地区の堤防補強」は、「堤防の質的強化対策」を兼ねて実施します。
※２：堤防の詳細点検では、現在までに観測している平均雨量や計画雨量及び水位や洪水波形などの外力条件を基に、最も危険な状態を再現し照査を行っており、安全照査基
準未満の地区についても、必ずしも今すぐ堤防損壊の恐れがあるということではありません。

球磨川堤防詳細点検結果情報図

※第８回ダムによらない治水を検討する場会議資料より抜粋

萩原地区については「萩原
地区の堤防補強」対策※１
として平成23年度より実施。

51.9km

6.6km

45.3km

浸透に対して安全照査基準未満の区間※2

浸透に対して安全照査基準以上の区間

点検が必要な区間



15「治水安全度・地域防災力を向上させるため直ちに実施する対策」の個別対策ごとの現時点で想定される事業費

概算事業費※1,2,3

築堤盛土 約２５～６５億円

深掘れ対策・高水敷造成 約２０～６０億円

約１５億円 ・
・
施工期間は、出水期及びアユの遡上・降下等の時期を考慮し11月～2月の４ヶ月間。
残土受入地の受入可能量による制約はしていない。

約２０億円

実施主体において
今後検討

 嵩上げ実施済み地区への対応（実施主体：国） 約１億円
・

・

仮にパラペットで整備した場合で設定。実際の整備内容については、地元・関係市町村と調整
の上決定。
対策が必要な地区は４地区。

 嵩上げ実施済み地区への対応（実施主体：国以外）
実施主体において
今後検討

・

・

仮にパラペットで整備した場合で設定。実際の整備内容については、地元・関係市町村と調整
の上決定。
対策が必要な地区は１地区。

約７０～８０億円 ・
・
未対策地区のうち対象家屋10戸未満は19地区。※4

未対策地区のうち対象家屋10戸以上は2地区。※4

実施主体において
今後検討

・
・
未対策地区のうち対象家屋10戸未満は４地区。※4

未対策地区のうち対象家屋10戸以上は１地区。※4

約１億円※5
・
・
施工期間は、出水期及びアユの遡上・降下等の時期を考慮し11月～2月の４ヶ月間。
残土受入地の受入可能量による制約はしていない。

約１０億円

検討費用のみ

主に市町村による
取り組み

約４０万円/m

・
・
・

堤防詳細点検結果により対策が必要とされた区間延長は約5km（6区間）（萩原堤防を除く）。
対策内容については川裏側の排水処理等を実施すると仮定してm当たりの単価を算出。
必ずしも全ての延長でこの対策が必要となるわけではなく、実施に当たっての更なる検討によ
り対策内容等は変わる。

約３千万円
（ポンプ車１台当たりの費用）

・ ポンプ車２台配置済み。合流点処理を含め、更なる対策の必要性について引き続き検討。

※１．

※２．

※３．
※４．
※５．

対策の必要な地区が増える可能性があります。
用地買収費は含みません。

概算事業費は、球磨川の近年の実績等を参考に概算で算出したものです。現地状況、地元・関係機関との調整及び今後の詳細な
調査・検討等に伴い変わり得ます。
上下流バランスを考慮して実施する必要があるため、一部は併行して実施できるものもありますが、 全ての対策が同時に実施でき
る訳ではありません。
施工に当たっては、測量・設計、関係機関等との調整、用地交渉等の期間が必要となります。

・
・
施工期間は、出水期及びアユの遡上・降下等の時期を考慮し11月～2月の４ヶ月間。
残土受入地の受入可能量による制約はしていない。

 未対策地区の宅地嵩上げ（実施主体：国以外）

備　考

・

 市房ダムの操作の変更

施工期間は、出水期及びアユの遡上・降下等の時期を考慮し11月～2月の４ヶ月間。

 未対策地区の宅地嵩上げ（実施主体：国）

 萩原地区の
 堤防補強

 下流部の掘削（一部）

 堆積が著しい箇所等の掘削（実施主体：国）

対策（案）

 堆積が著しい箇所等の掘削（実施主体：国以外）

 下流部改修の進捗に合わせた内水対策

 堤防の質的強化対策

 被害を最小化するためのソフト対策

 人吉橋下流左岸の掘削・築堤

 堤防未整備地区の段階的築堤
 （川辺川：国管理区間）


